
 

群馬県障害者芸術文化活動支援センター人材育成事業 

「障害のある人の表現と著作権（応用編）」を開催します 
 

群馬県では、障害者の芸術文化活動の普及を支援するため、群馬県障害者芸術文化活動支援センター

こ・ふぁんを中心に、「ネットワークの構築」「相談支援」「人材育成」などに取り組んでいます。 

この度、人材育成事業として、セミナー「障害のある人の表現と著作権（応用編）」を開催します。 

ぜひご参加ください。 

 

１ 日時   令和８年２月１２日（木） 午後１時３０分～午後４時３０分 

 

２ 場所   群馬会館１階広間（前橋市大手町二丁目１－１） 

 

３ 講師等  講 師：辻 哲哉 弁護士（Field-R 法律事務所） 

      内 容：障害のある人のアート作品の商用利用における実務や課題について考えます 

 

４ 対象   障害福祉サービス事業所等の支援員 等 

 

５ 参加費  無料 

 

６ 申込方法 右ＱＲコードの申し込みフォームからお申し込みください 

        ※電話、ＦＡＸ、電子メールでのお申し込みの場合は、 

以下の内容をお知らせください。 

①お名前②メールアドレス③住所④所属先（ある方のみ） 

 

７ 主催等  主 催：群馬県/群馬県障害者芸術文化活動支援センターこ・ふぁん 

       共 催：栃木県/とちぎアートサポートセンターＴＡＭ 

企画協力：南東北・北関東広域センター（ＮＰＯ法人エイブル・アート・ジャパン） 

 

８ 問合せ先  
群馬県障害者芸術文化活動支援センター こ・ふぁん 

担当：吉田（Tel:080-8915-0919） 

E-Mail：info@gunma-artsupport.com 

FAX：027-387-0533 

令和８年１月１９日 

健康福祉部福祉局 

障害政策課社会参加推進係 

電話：027-226-2634 内線：2634 


